
１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

（備考）

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

邑久、豊原、本庄、笠加地区について、基盤整備実施済みの農地は、大規模担い手への更なる集積・集約を推
進する。
また、基盤整備のできていない農地については、地域の共同活動による農地及び農業インフラの維持・管理体制
を検討する。

福田・今城地区については、優良農地の担い手への集積を進めるとともに、地域の共同活動による農地及び農
業インフラの維持・管理体制を検討する。

216ha

①地区内の耕地面積

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計

③地区内における７５才以上の農業者の耕作面積の合計 315ha

瀬戸内市

1,356ha

1,026ha

実質化された人・農地プラン

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計

64ha

117ha

直近の更新年月日

令和4年3月28日

作成年月日対象地区名（地区内集落名）

邑久地域（邑久、福田、今城、豊原、
本庄、笠加、玉津、裳掛）

市町村名

中山間地域である玉津・裳掛地区については、地域の共同活動による農地及び農業インフラの維持・管理体制
を検討するとともに、有機農業等の小規模高収益な農業を推進する。

邑久地区

　当該地域においては、75才以上の農業者の耕作する面積が、全体の3割以上となっている。また、そのうち後
継者がいない・継承するか不明の農地が57％程度あり、地域内外の担い手への集積が急務となっている。
　地域内の各地区における状況としては、基盤整備の進んでいる邑久、豊原、本庄、笠加地区については、大規
模担い手・法人への集積が進んでおり、引き続き、担い手への集積・集約を進める必要がある。
　基盤整備が進んでいない福田、今城地区、中山間地域が大半の玉津・裳掛地区については、大規模農業者へ
の集積が難しく、地域における共同活動による農地及び農業インフラの維持・管理を検討する必要がある。



（参考）　中心経営体

４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

（参考）　農地の貸付け等の意向（任意記載事項）

直接支払制度の活用
　大規模な担い手への集約が困難な中山間地域等については、「中山間地域等直接支払交付金」「多面的機能
支払交付金」の活用により、地域での維持体制を確立する。

属性

耕作放棄地の解消
　瀬戸内市振興公社により生き活き農地再生事業（単市事業）等の活用による荒廃農地の再生し、中心的経営
体を中心に活用を図る。

鳥獣被害対策
　鳥獣被害に強い集落づくり支援補助金（単市事業）等の活用により、地域ぐるみでの被害防止対策を実施す
る。

計 50経営体 － 569ha － 216ha －

農地の所在

邑久地区

計

29.2 32.2

29.2 32.2

貸付け 作業委託

農業者
（氏名・名称）

経営作目 経営面積

現状 今後の農地の引受けの意向

経営作目 引受面積 希望地区

計

104.9

104.9

貸付け等の区分（ha）

43.5

43.5

売渡

別 紙 （ 省 略 ）


